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我孫子市会計年度任用職員登録案内【令和 8年度～令和 10年度】 

１ 登録方法                          

次のいずれかの方法でお申し込みください。なお、市から登録した旨のお知らせは行いません。 
（１）ちば電子申請サービスによる申込み 
（２）持参又は郵送による申込み 

 「会計年度任用職員登録申込書」に必要事項を記入し、写真を貼付の上、「１３ 問合せ及び提
出先」に記載のある提出先に持参又は郵送で提出してください。 

※１人２職種まで登録が可能です。「会計年度任用職員登録申込書」は１職種に１枚で申込みくだ
さい。 

２ 登録受付期間       

現在、随時登録を受付しています。 

３ 名簿登載期間      

登録受付日～令和１１年３月３１日 

※期間内に登録の削除を希望する場合には、「別表１及び別表２」に記載のある各担当課へご連絡
ください。 

４ 登録募集職種等     

別表１（我孫子市会計年度任用職員）、別表２（我孫子市教育委員会会計年度任用職員）に記載 

５ 応募資格        

登録職種の必要資格等を満たす方（別表１、２参照）で、以下のいずれにも該当しない方（地方公
務員法第１６条に規定する失格条項に該当しない方） 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者 

（２）我孫子市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結 

成し、又はこれに加入した者 

（４）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とする 

   もの以外） 

６ 選考内容        

任用の必要が生じた場合に、登録者の登録申込書の内容で書類選考を行い、必要に応じて面接、小
論文等の選考をした上で、任用します。 

７ 任用期間・勤務時間   

原則１会計年度（４月１日～翌年３月３１日）以内で任用します（勤務実績等により、改めて任用
する場合があります。）。主な任用期間、勤務日数及び勤務時間は別表１、２に記載のとおりですが、

我孫子市（教育委員会等の各行政委員会を含む。）の会計年度任用職員（地方公務員法第２２
条の２に基づき任用される一般職非常勤職員）について、以下のとおり登録の受付を行います。 
 なお、登録者の中から必要に応じて選考を行い任用することから、名簿登載期間中（令和１１
年３月まで）に必ずしも任用されるものではありませんのでご了承ください。 
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具体的には、任用する職の必要性により異なるため、登録申込書の希望を基に任用前に調整の上、決
定します。 

８ 任用時期        

任用時期は、任用の必要に応じて随時となります。 
任用とならない場合には、特に通知等はありません。 

９ 休暇、休日等      

 勤務条件により、市の規則に基づき年次有給休暇等が付与されます。 
 休日は、土日祝日等開庁部門（保育園、鳥の博物館、図書館、生涯学習関連施設、我孫子行政サー
ビスセンター等）を除き、土曜日、日曜日及び勤務条件により設定する日となります。土日祝日等開
庁部門はシフト制による勤務表により決定します。 

１０ 給料・報酬・手当等  

（１）給料、報酬・・・・・別表１、２に記載（当市での勤務経験により加算される場合あり。） 
（２）通勤手当・・・・・・常勤職員に準じて支給 
（３）期末手当、勤勉手当・・基準日（６月１日、１２月１日）において、６か月以上の任期があり、

かつ、我孫子市職員としての社会保険加入要件を満たす者へ支給 
（期末手当：最大年間２．５月分、勤勉手当：最大年間２．１月分） 

（４）地域手当・・・・・・フルタイム（週３８時間４５分）勤務者へ支給（給料月額×９．５％） 
（５）給与支払日・・・・・フルタイム勤務者：例月給与は当月２１日支給、期末手当及び勤勉手当

は６月１５日と１２月１０日支給 
パートタイム(週３８時間４５分未満)勤務者：例月給与は当月末締翌月
２１日支給、期末手当及び勤勉手当は６月２０日と１２月２０日支給 

（６）退職手当・・・・・・フルタイム勤務者が、６か月を超える勤務をした場合に支給 

１１ 社会保険等      

 勤務条件により、共済組合保険・厚生年金・労働保険の適用があります。 

１２ その他        

（１）地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に
従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）
が適用されるほか、懲戒の規定に該当する場合は、同法に基づく処分の対象となります。 

（２）提出書類は一切お返しいたしません。 

（３）任用は全て条件付のものとし、任用後１か月間（１か月間の勤務日数が１５日満たない場合は、
１５日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに正式任用となります。 

１３ 問合せ及び提出先   

【登録方法に関する問合せ】及び【登録申込書の提出先】 
①我孫子市会計年度任用職員（別表１の職種） 
〒２７０－１１９２ 千葉県我孫子市我孫子１８５８番地 

  我孫子市役所 企画総務部人事課  
  TEL０４－７１８５－１１１１（内線２０８） 
 ②我孫子市教育委員会会計年度任用職員（別表２の職種） 

  〒２７０－１１６６ 千葉県我孫子市我孫子１６８４番地 
  我孫子市教育委員会 教育総務部総務課 
  TEL０４－７１８５－１１１０（直通） 

 

【各職種の業務内容に関する問合せ】 

 「別表１及び別表２」に記載のある各担当課 
  TEL０４－７１８５－１１１１ 
（電話交換で「会計年度任用職員の件で」「〇〇課へ」とお伝えください。） 


